
福井市ふくいの森林整備事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 福井市ふくいの森林整備事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

福井市補助金等交付規則（昭和４８年福井市規則第１１号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
（目的） 
第２条 森林の持つ多面的機能を持続的に発揮していくため、造林補助事業等の事業要件

に該当しない小規模な森林や市民の日常生活に密接な関わりを持つ里山であって、森林

所有者等による持続的な整備が困難な森林について、林業経営者が間伐等の森林整備を

実施することにより、健全で活力ある優良な森林を造成するとともに永続的な森林経営

を実現することを目的とする。 
（定義） 
第３条 この要綱において、使用する用語の定義は次の各号に定めるところによる。 
（別表第１） 
（１） 林業経営体 自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若し

くは直接雇用している現場作業職員又は他者への請負に

より造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行ってい

る個人若しくは団体 
（２） 意欲と能力のある林

業経営者 
福井県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領第

３に基づき、福井県知事の登録を受けた者 
（３） 育成経営体 福井県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領第

３第２項に基づき、福井県知事の登録を受けた者 
（４） 自伐林家 自己所有森林において自分自身が施業する者で、かつ、

「山の市場」へ木材を搬出している者又はU・I・Jター
ンにより新規に就業した者若しくは伐採届（森林法第１

０条の８に規定する伐採及び伐採後の造林届出書）を提

出し施業を行っていることを証明できる者 
（５） 自伐型林業者 自己所有森林がなく森林の経営や管理、施業を自ら行う

者で、かつ、「山の市場」へ木材を搬出している者又は U・
I・Jターンにより新規に就業した者若しくは伐採届（森
林法第１０条の８に規定する伐採及び伐採後の造林届出

書）を提出し施業を行っていることを証明できる者 
（６） 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、火災・噴火その

他の異常な自然現象により生ずる被害 
ただし、激甚被害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律を適用する被害を除く 
（７） 被災森林 自然災害により、幹折れや倒伏した立木が発生した森林 
（８） 生活保全林 下記のすべてを満たす森林 

① 倒木等の危険防止や野生動物の被害の軽減のために
整備を必要とする森林など、住民の生活環境保全上

重要であると認める森林 
② 集落（農地等を含む）や生活道路など保全すべき対
象に隣接する森林 



③ 林縁から概ね３０ｍ以内の森林 
（９） 早生樹 成長が早く短い伐期で収穫が可能な早生樹（センダン、

コウヨウザン、桐、早生スギ等） 
（10） 枝打ち 林木の枝葉の除去作業のこと 

① スギ、ヒノキの林分で雄花が多い立木を主体に実施
するものとする。 

② 枝打ちの高さは地上おおむね10ｍを上限とする。 
③ 高さ別の施業内容は以下のとおりとする 
・ 枝打ち高さ２～４ｍは地際から高さ概ね２ｍから４
ｍまでの間の最低２ｍ分の枝葉を除去する。 

・ 枝打ち高さ４～６ｍは地際から高さ概ね４ｍから６
ｍまでの間の最低２ｍ分の枝葉を除去する。 

・ 枝打ち高さ６～８ｍは地際から高さ概ね６ｍから８

ｍまでの間の最低２ｍ分の枝葉を除去する。 

・ 枝打ち高さ８～１０ｍは地際から高さ概ね８ｍから

１０ｍまでの間の最低２ｍ分の枝葉を除去する。 
（11） 危険木 気象害、枯損、過度な成長により倒木等の危険性が高く、

住宅団地・道路周辺など、公共性・公益性の高い場所に

存在し、人命、建物、財産等に被害を及ぼす恐れがある

もの。 

ただし、道路、公園等の樹木で管理者が自ら整備すべき

ものを除く。 

また、危険木が存する森林の所有者が、危険木の倒木に

より危険が及ぶ可能性のある住宅の所有者と同一又は居

住者である場合は、対象外とする。 

（事業主体) 
第４条 事業主体は、福井市内に在住又は事業所若しくは営業所を有する次に掲げる者と

する。ただし、森林組合においては、福井市一般業務競争入札参加資格を有する者を含

むものとする。 
（１） 意欲と能力のある林業経営者又は育成経営体 
（２） 自伐林家 
（３） 自伐型林業者 
（４） 自治会長（自然災害復旧整備の危険木の除去に限る） 
（対象事業） 
第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に定める対象

森林（地域森林計画の対象森林）において実施される事業とする。 

１ 森林経営計画が策定できない小規模面積の森林整備 

（１） １施行地の森林整備面積は、０．０５ﾍｸﾀｰﾙ以上５．０ﾍｸﾀｰﾙ以下であること 
（２） 林齢は、１１年生から９０年生までであること 
（３） 人工林であること 
（４） 施業履歴が１０年以上ないこと 
（５） 間伐率が２０％以下であること 
２ 早生樹の植栽及び雪害対策等に必要な森林整備 
（ア）早生樹の新植 



（１）１施行地の森林整備面積は、０．０５ﾍｸﾀｰﾙ以上５．０ﾍｸﾀｰﾙ以下であること 

  （２）植栽本数６００本／ﾍｸﾀｰﾙ以上であること 
  （３）地拵え、新植に係る施業費用及び忌避剤散布に係る費用 
（イ）早生樹の下刈 

（１）１施行地の森林整備面積は、０．０５ﾍｸﾀｰﾙ以上５．０ﾍｸﾀｰﾙ以下であること 

  （２）植栽後３年以内とする 
  （３）下刈に係る施業費用 
（ウ）枝打ち 

（１）１施行地の森林整備面積は、０．０５ﾍｸﾀｰﾙ以上５．０ﾍｸﾀｰﾙ以下であること 

  （２）国・県の支援対象外の場所とする 
  （３）スギ、ヒノキの林分で雄花が多い立木を主体に実施すること 
（４）枝打ちの高さは地上おおむね１０ｍを上限とする施業費用 

３ 自然災害により荒廃した森林の整備 
（ア）被災森林復旧 
（１）１施行地の森林整備面積は、０．０５ﾍｸﾀｰﾙ以上であること 
（２）自然災害により被災した森林の復旧であること 
（３）被害木の整理であること 
（イ） 危険木の除去 
（１）１施行地の森林整備面積は、０．０５ﾍｸﾀｰﾙ以下であること（ただし林道を除く） 
（２）危険性が高い森林、枯損木、過度に成長した樹木、車両の通行の支障となる樹木

等の伐採・除去であること 
（３）チェックリスト（別表２）の要件に当てはまること 
（４）自治会長が事業主体の場合、委託先は意欲と能力のある林業経営者又は育成経営

体に限る。 
４ 生活保全林の整備 
（１） 倒木等の危険防止や野生動物の被害の軽減のために整備を必要とする森林など、住

民の生活環境保全上重要であると認める森林のうち農地や住居等に隣接した森林で

林縁からの奥行きが概ね３０ｍ以内の連続した森林であること。 
（２） １施行地の森林整備面積は、０．１ﾍｸﾀｰﾙ以上であること 
（３） 侵入竹の除去又は野生動物の被害を軽減するための緩衝帯整備であること。 
（４）侵入竹の除去については、他の森林整備と隣接して併せて実施した場合も対象とす

る。 
（５）緩衝帯の整備については、地域森林計画対象森林内の公有林（所管課から協議を受

け特に必要と認めた場合に限る）及び地域森林計画対象森林に隣接した地域森林計画

対象森林外（自治会等から特に要望がある地番に限る）も対象とする。 
（６）生活保全林の整備の施業履歴がある場所では、事業の完了年度の翌年度の初日から

起算して５年以上経過していること。 
５ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としない。 
（１） 国又は県の同一目的の支出金、補助金等の交付又は交付の決定を受けて実施する事

業 
（２） 国又は県が出資する財団法人等から同一目的の助成金の交付又は交付の決定を受

けて実施する事業 
（補助対象経費） 
第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象事業に

該当する森林において、間伐等の森林整備を実施することに要する経費とする。ただし、



搬出・処分に係る経費は対象外とし、消耗品を経費として計上する場合はひとつの物品に

つき１０，０００円を上限とする。 
（補助金の額） 
第７条 補助金の額は、予算の範囲内において次に定める額と精算額の補助対象経費との

いずれか低い方の額以内とする。 
ただし、自然災害復旧整備のうち被災森林復旧については、別表第２の単価を定額単

価とし、補助金の額の算定方法は、復旧区域面積に被害率を掛けた面積に定額単価を掛

け算定する。 
また、危険木の除去は同一年度中に補助を受けられる回数は１自治会あたり１回とし、

補助限度額は９００，０００円とする（ただし林道を除く）。また、１本あたり３０万円

以内とする。（事業費÷直径 20ｃｍ以上の本数） 
（別表第３） 

区分 事業種目 条件 補助金額の上限額 
小規模森

林整備 間伐１ １０年以上施業履歴がない場合 
間伐率２０％ ４５４，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

小規模森

林整備 間伐２ １０年以上施業履歴がない場合 
間伐率１０％以上２０％未満 ２８５，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

複層林化

整備 
早生樹 
新植 

早生樹の新植 
植栽本数６００本／ﾍｸﾀｰﾙ以上 ２７９，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

複層林化

整備 
早生樹 
下刈 

早生樹の下刈 
植栽後３年以内 １２１，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

複層林化

整備 
枝打ち 
２～４ 

スギ、ヒノキの林分で実施する地

上高２ｍ～４ｍの間の枝打ち  ２８５，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

複層林化

整備 
枝打ち 
４～６ 

スギ、ヒノキの林分で実施する地

上高４ｍ～６ｍの間の枝打ち  ４５９，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

複層林化

整備 
枝打ち 
６～８ 

スギ、ヒノキの林分で実施する地

上高６ｍ～８ｍの間の枝打ち  ５１２，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

複層林化

整備 
枝打ち 
８～１０ 

スギ、ヒノキの林分で実施する地

上高８ｍ～１０ｍの間の枝打ち 
５１６，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

自然災害 
復旧整備 

被災森林

復旧 被害木の整理 ５４０，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

自然災害 
復旧整備 

危険木の

除去 

気象害、枯損、過度な成長により

倒木等の危険性が高く、住宅団

地・道路周辺など、公共性・公益

性の高い場所に存在し、人命、建

物、財産等に被害を及ぼす恐れが

ある樹木等の伐採・除去 

実行経費の９０％以内 
※林道は福井市林業用施設等整

備事業分担金徴収条例による 

生活保全

林の整備 
侵入竹の

除去 侵入竹の伐倒、除去、搬出運搬等 ３８０，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 

生活保全

林の整備 
緩衝帯の

整備 

森林整備（下刈り、つる切り、枯

損マツ・ナラ類等の伐倒、上層木

の伐倒、侵入竹の伐倒、林縁部等

７００，０００円／ﾍｸﾀｰﾙ 



の広葉樹等植栽（樹種転換）、枝

払、玉切、後片付けを含む伐採木

等の林内整理 
（交付申請） 
第８条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第３条第１項の規定により、補助事

業に着手する前までに、ふくいの森林整備事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長

に提出しなければならない。 
２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
（１） 補助事業の実施計画書(様式第１号－１) 
（２） 収支予算書(様式第１号－２) 
（３） 施行予定位置図 
（４） 実施計画内訳表（参考様式１） 
（５） 人件費の単価表 
（６） 自然災害復旧整備の場合は、被災状況や危険な状況を示す写真、伐採木の一覧 
（７） 自然災害復旧整備の危険木の除去の場合は、２社以上の見積書 
（８） 自然災害復旧整備の危険木の除去の場合は、チェックリスト（別表２） 
（９） その他市長が必要と認める書類 
３ 第１項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税

法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率

を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、か

つ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでな

い場合は、この限りではない。 

（補助金交付決定前の着手） 

第９条 補助金の交付を申請した者は、補助金の交付を受けて事業を実施する場合の事業

の着手は、原則として市長からの交付決定通知を受けて行うものとするが、やむを得な

い事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、あらかじめ、その理由を具体的

に付して、ふくいの森林整備事業交付決定前着手届（様式第２号）により届け出なけれ

ばならない。 
（交付決定） 
第 10条 市長は、規則第４条の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、ふくいの
森林整備事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により、当該補助金の交付を申請し

た者に通知するものとする。 
（補助事業の変更） 
第 11 条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の
内容又は経費の変更（軽微な変更を除く。）を必要とする場合は、市長にふくいの森林整

備事業変更承認申請書（様式第４号）を提出し、承認を受けなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助対象事業の内容の

変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに補助金変更交

付決定通知書（様式第４号－１）をそれぞれ当該承認の申請をした者に通知するものと

する。 
（交付決定の取消し） 
第 12条 市長は、交付決定の後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと



きは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 
（２） 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 
（３） 事業を中止し、又は廃止したとき。 
（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めたとき。 
２ 市長は、前項の規定において、補助対象事業を取り消したときは、速やかに補助金交

付決定取消通知書（様式第５号－１）を補助事業者に通知するものとする。 
（中止又は廃止） 
第 13条 補助事業者は、交付決定後の事情の変化により、補助事業を中止又は廃止しよう
とするときは、当該中止又は廃止を証する書類を添えてふくいの森林整備事業中止（廃

止）承認申請書（様式第５号）を事前に提出し、市長の承認を受けなければならない。 
２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助対象事業の中止又

は廃止を承認したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書（様式第４号－１）を承

認の申請をした者に通知するものとする。 
（実績報告） 
第 14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第１１条の規定により、速やか
にふくいの森林整備事業実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
（１） 補助事業の実績書（様式第６号－１） 
（２） 収支決算書（様式第６号－２） 
（３） 施行位置図 
（４） 実施実績内訳表（参考様式１） 
（５） 作業前、作業中、作業後の写真 

（１ﾍｸﾀｰﾙ未満は１箇所以上、1 ﾍｸﾀｰﾙ以上は 2箇所以上の箇所分）（参考様式） 
（危険木の除去の写真は 1本ずつ提出すること。ただし、50本を超える場合は 5本
に 1本以上、100本を超える場合は 10本に 1本以上） 

（６） 面積の分かる資料（測量野帳） 
（７） 作業日報（参考様式） 
（８） 外部へ委託した場合は、発注から支払いまでの証拠書類の写し（見積書、契約書、

請求書、領収書） 
（９） 実行経費の場合は、人件費、機械経費、需用費（燃料費、消耗品費）、諸経費等の

明細が確認できる書類、領収書 
（10） その他市長が必要と認める書類 
３ 補助事業者は、第８条第３項のただし書の規定により交付の申請を行い、第１項の実

績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにな

った場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 
４ 補助事業者は、実績報告書の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（実績報告におい

て前項により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消

費税等相当額報告書（別紙様式第１号）により速やかに市長に報告するとともに、市長

の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。 
（補助金の額の確定） 
第 15条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出を受けたときは、規則第１２条の規定に
より、交付する補助金の額を確定し、ふくいの森林整備事業補助金額確定通知書（様式

第７号）により、当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。 



（交付請求） 
第 16条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第１４条の
規定により、ふくいの森林整備事業補助金請求書（様式第８号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 
２ 補助事業者から概算払又は前金払による補助金請求書が提出された場合には、規則第

１４条第２項の規定により、市長が特に必要があると認められるときは、補助金等を概

算払又は前金払により交付することができる。 
（関係図書の保存） 
第 17条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に
関する証拠書類については、対象事業が完了した日から５年間保管しなければならない。 
（電磁的記録の提出） 
第 18条 この要綱の規定による書面の提出については、当該書面に係る電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の提出に代える

ことができる。 
（委任） 
第 19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
 
（失効） 
２ この要綱は、令和１０年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の

決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。  
 
附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 
附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 

 
附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 
 
附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 

 
附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 

 



附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 

 
附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、同日前に交付決定がなされた補

助金については、なお従前の例による。 

 



（別表２） 

危険木採択基準チェックリスト 
 
 
採点 配点 要件 項目 内容 
 5 必須 保全対象 人命に被害を及ぼす場所（人の住んでいる住宅等） 
 4 公共性・公益性の高い施設（集会所等） 
 3 道路（国道、県道、市道）及び電線（電線、電柱）

がある場所 
 2 道路（林道、作業道、農道等）、建物（神社、寺、小

屋等） 
 0 対象外  現在使用していない建物、農地、河川 
 3 

２ つ 以

上 に 当

て は ま

ること 

危険木の状態 
※下表「危険木

判定基準表」に

あてはまる 

傾倒 
 1  

□空洞 □亀裂 □腐朽 □枯れ  
□病害虫  □その他（      ） 

 1 距離 樹高の２倍の範囲内に保全対象があること 
 1 直径 20cm以上（周囲 62.8cm） 
 1 樹高 3ｍ以上 
 〇を記入 必須 危険木の土地の

管理主体 
保全対象の管理者の管理対象ではないこと 
公共機関（行政機関及び電力・ガス・水道・交通機

関）ではないこと 
 合計８点以上で採択 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ※「危険木判定基準表」 
区分 症状 
空洞 樹幹に空洞があり、概ね幹周の 1/3以上又は幹径の 1/3以上の深さまで達している。 
亀裂 樹幹に亀裂が見られ、樹径の 1/3以上の深さまで達している。 
腐朽 樹幹又は根元（樹自体）にキノコが生えている。 
枯れ 紅葉期又は落葉期以外に、葉の大部分が変色又は落ちている。 
病害虫 樹幹に食痕が見られ樹皮がはがれている。根元にフラス（木くず）が堆積している。 
傾倒 周囲の樹木に比べて、不自然に大きく（概ね 20度以上）傾いている。（下図のとおり） 


